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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電気学会（IEEJ）及び一般財団

法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本

工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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パワーエレクトロニクス装置－ 
電磁両立性（EMC）要求事項及び試験方法 

Power electronic equipment－ 
Electromagnetic compatibility (EMC) requirements and specific test methods 

 
序文 

この規格は，2007 年に発行された JIS C 4411-2，2008 年に発行された JIS C 4421 などのパワーエレクト

ロニクス装置に関連する JIS を基に，パワーエレクトロニクス装置の電磁両立性（EMC）に関する要求事

項及び試験方法を整理して作成した日本工業規格である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，パワーエレクトロニクス装置（以下，PEE という。3.1.1 参照）の EMC に関する要求事項

及び試験方法について規定する。 

この規格は，住宅地域，商業地域及び工業地域に設置する PEE において，入力電圧及び／又は出力電圧

（線間電圧）が交流 7 kV 以下で，一連のきょう（筐）体に収納した PEE を対象とする。ただし，民生用

の機器は除く。この規格は PEE の容量にかかわらず適用する。 

無停電電源装置（UPS），可変速駆動システム（PDS）など個別の製品規格によって EMC を規定してい

る装置又はシステムは，個別の製品規格を優先する。また，鉄道用途，電気自動車，昇降機など別の製品

群規格によって EMC が規定されている PEE には適用しない。 

この規格の適用範囲は PEE 単体であり，PEE を組み込んだ装置又は PEE がその一部を構成するシステ

ム全体は，この規格の対象外である。PEE を組み込んだ装置又は PEE がその一部を構成するシステムは個

別の製品規格によるが，個別の製品規格が存在しない場合には，この規格を準用してもよい。 

一連のきょう体に収納しておらず，複数の機器を個別に設置した PEE にあっても，この規格の内容を準

用してもよい。例えば，きょう体に収納しないで別置きする変換装置用変圧器，及び高調波フィルタ又は

力率改善用コンデンサがあるときも，それらを含めた全体に，又はそれらを除いたきょう体収納部分に準

用してもよい。それらを除いたきょう体収納部分の場合は，除いた部分に関連する項目以外を準用する。

例えば，高調波フィルタを含めてない場合は，高調波の項目は除く。 

PEE について規定する要求事項は，想定した条件で使用する場合に適用し，極めてまれな確率で発生す

る事象及び故障状態には適用しない。 

この規格は，感電保護，絶縁協調及び関連する耐電圧試験，不安全な運転，故障の結果によって生じる

不安全な状態などの安全要求事項については規定しない。また，電磁現象に起因する安全及び機能安全も

対象としない。 

 


